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１ 公募型プロポーザル実施の目的 

  寒風山は、当市を代表する観光資源であるとともに、男鹿市民にとっての貴重な憩

いの場である。 

  大切な資源である寒風山を魅力ある姿で未来につないでいくため、寒風山の魅力を

明確にし、寒風山の将来像とその実現のための方向性を明らかにすることを目的に令

和４年、「魅力ある寒風山ビジョン」を策定した。 

「魅力ある寒風山ビジョン」実現に向けて、寒風山でしか体験できない仕掛けとし

て、山頂付近に「寒風山絶景ブランコ」を設置する。新たな体験型コンテンツを設置

することで、インバウンドを含めた観光客数及び市内滞在時間の延伸を促進するため、

公募型プロポーザル方式により広く提案を募集する。 

 

２ 事業概要 

 （１）事業名称 

    寒風山絶景ブランコ設置業務 

（２）事業内容 

   寒風山絶景ブランコ設置業務委託仕様書のとおり 

（３）委託業務期間 

   契約締結日から令和７年１０月３１日まで 

（４）委託業務場所 

   男鹿市脇本富永寒風山 

※別紙を参照 

（５）提案上限額 

   ３，４１０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

   ※委託契約の額は、男鹿市の予算の範囲内において、仕様書における業務内

容に基づき契約交渉の相手方が算定した額（見積額）とする。 

   ※委託契約額には、工事中の仮囲い等に係る費用も含むものとする。 

（６）事業の所管課 

    〒０１０－０５９５ 秋田県男鹿市船川港船川字泉台６６番地１ 

    男鹿市観光文化スポーツ部観光課 

    電話：０１８５－２４－９１４１ FAX：０１８５－２３－２４２４ 

   E-mail アドレス：kanko@city.oga.akita.jp 

 

３ 参加資格 

  企画提案書類を提出できる者は、次の応募要件を満たし、参加表明書類を提出

後、男鹿市から参加資格決定通知書（様式第４号）で参加資格を有するとされた者

に限ります。 

（１）応募要件 

   本プロポーザルに参加する者は、本要領の目的を理解し、ブランコの設計・

施工等の能力がある者（下請け事業者含む）で、次の要件を満たしていなけれ

ばなりません。 
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① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当する者でないこと。 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申

立てがされていない者であること、又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われていないこと。 

③ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく、破産手続き開始の申立てを

している者でないこと。 

④ 代表者及び役員等が、男鹿市暴力団排除条例（平成２３年男鹿市条例第２

０号）第２条第１号に規定する暴力団又はその構成員の統治のもとにある者

ではないこと。 

⑤ 建設業法の規定による土木工事業または造園工事業の許可を有するもの。 

⑥ 平成２７年４月１日以降、遊具の施工実績があること。 

⑦ 国税及び地方税を滞納していないこと。 

⑧ 秋田県内に本店、支店又は営業所を有すること。 

⑨ 本市、国及び他の地方自治体から指名停止措置を受けていないこと。 

⑩ 本プロポーザルにおいて、他の参加表明者の構成員となっていないこと。 

 

４ 本プロポーザルのスケジュール 

項目 期間 

実施の公告 令和７年７月２５日（金） 

質問書の提出期限 令和７年７月３０日（水）まで 

質問書への回答 令和 7年８月１日（金） ※受付後随時回答 

参加表明書提出期限 令和 7年８月６日（水）まで 

参加資格決定の通知 令和７年８月８日（金）まで 

企画提案書提出期間 令和７年８月６日（水）から令和７年８月１８日（月）まで 

プレゼンテーション・審査 令和７年８月下旬 ※予定 

選定結果の通知 令和７年８月下旬 ※予定 

業務委託契約締結 令和７年８月下旬 ※予定 

 

５ 質問書の提出期限、様式、提出先 

  提出期限：令和７年７月３０日（水）１７時（必着） 

  様  式：質問書（様式第６号） 

  提 出 先：２（６）の電子メールアドレス 

 

６ 質問への回答 

令和７年８月１日（金）までに、男鹿市公式ウェブサイトに随時掲載します。 
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７ 参加表明にあたっての留意事項 

 （１）実施要領の承諾 

    参加表明書類の提出をもって、本要領の記載内容を承諾したものとみなします。 

（２）費用の負担 

    参加表明書類の提出に関する費用は、参加表明者の負担とします。 

（３）使用言語 

   提案に関して使用する言語は日本語とします。 

（４）提出書類の取り扱い 

   提出された書類については変更できないものとし、参加資格決定通知書の内容

にかかわらず返却しません。 

（５）提供資料の取り扱い 

   市から得た資料・情報等は取り扱いに注意するとともに、無断で提案に係る検

討以外の目的で使用することを禁止します。 

（６）情報公開 

提出された書類は、男鹿市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となります。 

（７）提出後の追加及び変更 

提出書類について、提出後の追加及び変更は認めません。ただし、市が参加資

格の審査に必要と判断した場合は、追加の書類の提出を求める場合があります。 

 

８ 参加表明書類の提出期限、提出場所及び方法等 

（１）提出期限：令和７年８月６日（水）１７時（必着） 

（２）提出場所：２（６）に同じ 

（３）提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は提出期限必着を条件とする。） 

（４）提出書類：次に掲げる書類を提出してください。 

   ① 参加表明書（様式第１号） 

   ② 会社概要（様式第２号）及び会社パンフレット 

  ③ 類似業務の実施実績（様式第３号） 

 

９ 参加資格決定通知書 

・ 市は、参加表明書類を提出した者に対し、その内容を審査し、令和７年８月８日

（金）までに参加資格決定通知書（様式第４号）を電子メールにより通知します。 

・ 参加資格が無いと認められた者は、その理由について、通知を受けた日の翌日か

ら起算して５日以内（祝日等を除く。）に、書面により説明を求めることができます。

男鹿市は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日以内に書面

により回答します。なお、期限後の質問は受け付けません。 

・ 提出書類に不備等があった場合には失格とします。 
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１０ 参加表明後の辞退 

  参加表明書類提出後に参加を取りやめる場合は、寒風山絶景ブランコ設置業務委託

プロポーザル参加辞退届（様式第７号）を令和７年８月１８日（月）１７時（必着）

までに提出してください。（提出場所は２（６）に同じ。） 

  参加辞退は自由であり、辞退しても以後における不利益な扱いはありません。 

 

【これ以降は、参加資格を有する提案者の手続きです。】 

 

１１ 企画提案にあたっての留意事項 

（１）提案費用の負担 

   提案に関する費用は、提案者の負担とします。 

（２）使用言語及び単位 

   提案に関して使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とします。 

（３）提出書類の取り扱い 

   提出された書類については変更できないものとし、採用、不採用にかかわらず

返却しません。 

（４）提供資料の取り扱い 

   市から得た資料・情報等は取り扱いに注意するとともに、無断で提案に係る検

討以外の目的で使用することを禁止します。 

（５）情報公開 

提出された書類は、男鹿市情報公開条例に基づき、情報公開の対象となります。 

（６）提出後の追加及び変更 

提出書類について、提出後の追加及び変更は認めません。ただし、市が参加資

格の審査に必要と判断した場合は、追加の書類の提出を求める場合があります。 

（７）その他 

   本要領に定めるもののほか、提案にあたって必要な事項が生じた場合には、提

案者に通知します。 

   企画提案書類に記載された内容は、特に明記が無い場合は、受注後に追加費用

を伴わず実施する意向があるものとします。 

 

１２ 企画提案書類の提出期限、提出場所及び方法 

  提出期限：令和７年８月１８日（月）１７時（必着） 

  提出場所：２（６）に同じ 

  提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は提出期限必着を条件とする。） 
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１３ 企画提案書類の提出について 

 提出書類 説明 

① 企画提案書 様式第５号 

② 
企画・提案の内容 

（任意様式） 

企画・提案の内容は、「１５評価項目及び審査

基準」に沿ったものとしてください。 

③ 
配置図、平面図、立面図、

（任意様式） 
 

④ 工程計画表（任意様式）  

⑤ 
見積書及び明細書 

（任意様式） 

見積額の算出根拠は、仕様書６の（１）～（３）

の項目区分ごとに明細を記載してください。 

⑥ ブランコの維持管理計画書  

・ 提出書類を紙製ファイル（A４サイズ）に綴じること。 

・ 代表者印を押印した正本を１部、正本を複写した副本を７部提出すること。 

  ・ ブランコの維持管理計画書には、設置から１５年間について消耗部品の交換

や遊具の更新等に係る経費を含めた維持管理の計画を記載すること。 

 

１４ 優先交渉権者の選定 

  本業務の受注者選考にあたっては、参加者に対し、企画・提案等を基にしたプレゼ

ンテーションを求めます。その後、外部委員等で組織する選定委員会が、公平かつ客

観的に評価し、提案価格と併せ、優先交渉権者を選定します。 

 （１）プレゼンテーション・審査 

   ① 開催日時 

     令和７年８月下旬（予定）  

※開催日時等の詳細事項は、後日電子メールにより通知します。 

    ② 開催場所 

      男鹿市役所 

    ③ 所要時間 

      ・ プレゼンテーション １０分 

      ・ 質疑応答 １０分 

    ④ 注意事項  

           ・ 提案用の立体模型の持ち込みは可とします。 

・ 各提案者は、他の提案者のプロポーザル提案を傍聴することができ

ません。 

      ・ 指定の時間に遅れた場合には、評価対象としません。 

    ⑤ 評価項目及び評価内容  

      １５ 評価項目及び審査基準のとおり 

（２）優先交渉権者の選定 

企画提案書類の内容及び業務委託に係る経費を総合的に評価し、選定委員会 

での委員の評価点平均（最高得点と最低得点の委員の点数を除く。）が、６０点

以上で且つ最も高い提案者を優先交渉権者とします。 
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 （３）選定結果の通知 

選定結果については、以下のとおり通知します。 

    ① 選定者には、優先交渉権者に選定された旨の通知書を送付します。 

    ② それ以外の者には、不採用の通知を送付します。 

 

１５ 評価項目及び審査基準 

項目 主な観点 評価点 

ブランコのコ

ンセプト 

・本業務の目的を理解した提案がされているか。 

・提案内容が寒風山ビジョンの達成につながるものか。 
２０ 

ブランコの機

能及び構成 

・ブランコの基数、サイズ、周辺環境と調和したデザイ

ン。 
３０ 

安全に対する

配慮 

・安全柵等の仕様、耐久性に優れた部材の使用、設置後

の具体的かつ現実性のある維持管理計画。 
３０ 

実務実施体制 
・事業を効果的に実施できる体制であるか。 

・業務完了に至るまでの過程が明確にされているか。 
２０ 

合計 １００ 

 

１６ プロポーザル参加に際しての注意事項 

（１）失格又は無効 

 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となることがありま

す。 

   ① 本要領に定める手続き以外の手法により、関係者に対して、直接、間接

を問わず故意に接触を求めること。 

    ② 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行うこと。 

③ 選定終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開

示すること。 

    ④ 企画提案書類に虚偽の記載を行うこと。 

    ⑤ 参加資格を満たしていない事実が発覚した場合。 

    ⑥ プレゼンテーション時に担当者が欠席した場合。 

    ⑦ 評価結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと。 

（２）著作権・特許権等 

企画提案書等の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標

権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている

事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提案

者が負うものとします。 

製作したブランコの著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定める権利を

含む。）は、代金が支払われた時に、受託者から市に移転するものとします。 

なお、受託者は、製作したブランコについて、市及び市が指定する第三者に

対して著作者人格権を行使しないものとします。 
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（３）複数提案の禁止 

   提案者は、複数の企画提案書類の提出はできません。 

（４）提出書類の変更の禁止 

   企画提案書類提出期限後の提出書類の変更、差替え若しくは再提出は認めま

せん。 

（５）その他 

① プロポーザル参加表明書類を提出した場合であっても、企画提案書類の

提出がなされない場合は、辞退したものとします。 

② プロポーザル参加者は、企画提案書類の提出をもって、公募要領等の記

載内容に同意したものとします。 

③ 本プロポーザルへの参加表明者が多数の場会は、企画提案書類をもっ

て、一次審査を行う場合があります。 

 

１７ 見積書作成にあたっての注意事項 

・ 見積金額は、委託期間中の本業務に係る見込額とします。 

・ 通貨単位は円とします。 

・ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかにか

かわらず、見積もった金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した額を見積書に記載してください。 

 

１８ 契約に関する条件 

 （１）契約の交渉と契約の締結 

優先交渉権者と契約交渉を行ったうえ、合意が得られた時点で随意契約によ

る契約を行います。ただし、設置するブランコは、男鹿国定公園特別地域内に

設置するものであり、設置許可等の申請は本市が行う必要があることから、県

からの指摘等があった場合には、設置物の寸法等の変更について協議を行うこ

ととします。 

この交渉が不調に終わった時は、次の順位の提案者と同様の交渉を行うこと

とし、以下同様とします。 

（２）費用の支払い 

仕様書に記載のすべての業務が完了したことを確認後に支払い事務を行いま

す。 

 

１９ その他 

 （１）個人情報の保護 

本事業の受託者は、事業の実施に際し、個人情報の処理等を行う場合には、

男鹿市個人情報保護条例に基づき、個人情報の漏えい、滅失及びき損に対する

防止措置を行ってください。 
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 （２）秘密保持   

本事業の受託者は、本事業において知り得た情報（周知の情報を除く。）を本事

業の目的以外に使用し、又は第三者に開示若しくは漏えいすることがあってはな

りません。 

 （３）再委託の禁止 

  ① 本業務の受託者は、本業務の全部又は主要部分を第三者に委託すること

はできません。 

  ② 本業務の一部を委託しようとする場合は、委託する業務、業務先等を記

載した書類を本市に提出し、本市の承認を得なければなりません。 

 （４）契約不適合責任 

    本業務の完成検査後１年以内に仕様書との不一致及び不備が発見された場合

は、受託者が無償で是正措置を行うものとします。 

 （５）費用弁償  

  仕様書にて要求する資料等の作成等に要するすべての費用は、提出者の負担

とします。 

 （６）問い合わせ先 

  この件に関する問い合わせは、すべて電子メールにて行います。 

    送信メールアドレス 

    男鹿市観光文化スポーツ部観光課 kanko＠city.oga.akita.jp 

担当者：渡部 



別紙１ ブランコ設置場所と動作方向

・モニュメントの設置は、
赤色で示した範囲内とする。

・設置可能面積は900㎡
（30m×30m）の範囲内

動作方向の景観



別紙２ ブランコ設置場所と動作方向（拡大図）

・モニュメントの設置は、
赤色で示した範囲内とする。

・設置可能面積は900㎡
（30m×30m）の範囲内

動作方向の景観


